
健康経営優良法人 2024の認定について 

 

健康経営優良法人認定制度とは 

地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、 

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。 

（経済産業省公式サイトより引用） 

 

 

 

 

 

タカラ通商株式会社健康経営宣言 

 

１． 残業時間制限の取り組み 

⇒月／30時間、年間 360時間内への取り組みを行います。 

  残業を無くし、ワークライフバランスを整えます。 

 

２． 定期健康診断の受診徹底 

⇒特定保健指導者に対する、指導徹底を行います。 

 

３． 全社喫煙制限の取り組み 

⇒喫煙制限取組を実施した所員に対し、 

インセンティブを設け、健康管理に繋げる。 

 



認定証

法人名

貴法人は、従業員の健康管理を経営的な
視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」
の取組が優良であると認められました
よって、ここに「健康経営優良法人 2024
（中小規模法人部門）」として認定します
経済産業省及び厚生労働省と共に、今後一層
取組を推進されることを期待いたします

（中小規模法人部門）

２０２４年３月 11日

日本健康会議

24

タカラ通商株式会社

123168


